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連結注記表
［連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記］

１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　149社
①主要な連結子会社の名称
　インドネシア・カパー・スメルティング社、ＭＭＣカッパープロダクツ社、ＭＣＣデベロップメント社、小名
浜製錬㈱、三宝メタル販売㈱、㈱ダイヤメット、米国三菱セメント社、米国三菱ポリシリコン社、マテリアルエ
コリファイン㈱、㈱マテリアルファイナンス、三菱アルミニウム㈱、三菱伸銅㈱、三菱電線工業㈱、三菱日立ツ
ール㈱、三菱マテリアルテクノ㈱、三菱マテリアルトレーディング㈱、ユニバーサル製缶㈱、ロバートソン・レ
ディ・ミックス社

②連結の範囲の異動
　当連結会計年度より、ＭＭＣカッパープロダクツ社他20社を連結の範囲に含めております。また、烟台三菱水
泥有限公司、ハワイアンベラウロック社及び三菱マテリアル不動産㈱は持分の全部を売却したため、連結の範囲
から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称
　ＭＭＣハードメタルインド社
（連結の範囲から除いた理由）
　非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び
利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲か
ら除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用非連結子会社の数　0社
(2) 持分法適用関連会社の数　17社
①主要な会社の名称
　宇部三菱セメント㈱、エヌエムセメント㈱、エルエムサンパワー㈱、㈱コベルコマテリアル銅管、日本海洋掘
削㈱、㈱ピーエス三菱

②持分法適用の範囲の異動
　当連結会計年度より、ハックルベリーマインズ社、日立金属ＭＭＣスーパーアロイ㈱及び菱三工業㈱は持分の
全てを売却したため、持分法適用の範囲から除外しております。

(3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称
　小名浜吉野石膏㈱
（持分法を適用しない理由）
　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響
が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(4) 持分法適用手続に関する特記事項
　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算書類を使
用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち決算日が連結決算日と異なる会社は16社ですが、連結計算書類の作成にあたっては、連結決算
日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その主な連結子会社は以下のとお
りです。
決算日　12月31日
ＭＭＣカッパープロダクツ社他15社

　従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であるＭＣＣデベロップメント社他12社については、同日現在の計算
書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりましたが、当連
結会計年度より、決算日を３月31日に変更しました。
　これらの変更により、当連結会計年度は、2017年４月１日から2018年３月31日までの12か月間を連結しておりま
す。なお、2017年１月１日から2017年３月31日までの３か月間の損益については、利益剰余金に直接計上しており
ます。
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４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

  a)子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法（持分法を適用しているものを除く）

  b)その他有価証券

　時価のあるもの

  連結決算日前１か月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの

　移動平均法による原価法

②たな卸資産

　評価基準は主として原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、評価方法は製錬地金資産については主

として先入先出法、その他のたな卸資産については主として総平均法を採用しております。

③デリバティブ取引

　時価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産を除く）

定率法及び定額法

　但し、構築物のうち坑道、土地のうち鉱業用地及び原料地は生産高比例法。

②無形固定資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産を除く）

定額法

但し、鉱業権は生産高比例法。

③リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に充てるため、主として将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担とすべき額

を計上しております。

③たな卸資産処分損失引当金

　今後発生が見込まれる、たな卸資産の処分に係る損失に備えるため、損失見込額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社は、役員の退任により支給する役員退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末退職慰労金

要支給額を計上しております。

⑤関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金等債権を超えて当社または連結子

会社が負担することとなる損失見込額を計上しております。

⑥環境対策引当金

　廃棄物処理に係る損失及び秋田県鹿角地区における汚染土壌処理に係る損失に備えるため、支払見込額を計上

しております。また、当社グループが管理する休廃止鉱山等における特定の鉱害防止対策工事に係る費用及び集

積場安定化対策工事に係る費用について、工事内容が決定し、見積り金額が確定したものを引当計上しておりま
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す。

　休廃止鉱山等に係る特定の対策工事費用は、鉱山保安法技術指針改正に伴う大規模集積場の安定化対策及び危

害防止対策、近年の自然環境変化に対応するための水処理能力増強を主とする未処理水放流防止等の抜本的な鉱

害防止対策を実施するためのものであります。

　なお、大規模集積場の安定化対策については、特定の対策工事を必要とするものの、地形に対応した 適な工

法が選定できていないことなどにより、工事内容が未決定で金額が合理的に算定できないものがあります。

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

①重要なヘッジ会計の方法

（ヘッジ会計の方法）

　繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っ

ております。

（ヘッジ手段、ヘッジ対象とヘッジ方針）

　外貨建取引の為替レート変動リスクを回避する目的で、為替予約取引、通貨スワップ取引を実施しております。

　非鉄金属たな卸資産の商品価格変動リスクを回避する目的で、商品先渡取引、商品価格スワップ取引を実施し

ているほか、将来販売先に引き渡される非鉄金属商品の価格を先物価格で契約した時に生じる商品価格変動リス

クを回避する目的で商品先渡取引を実施しております。

　借入金の金利変動に伴うリスクを回避し、資金調達コストを低減する目的で、金利スワップ取引を実施してお

ります。

（ヘッジ有効性評価の方法）

　原則的に、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象物の相場変動またはキャッシュ・

フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とを比較して、有効性の評価を

行っております。

　更に、非鉄金属先渡取引に関しては、毎月、ヘッジ対象物とヘッジ取引の取引量が一致するように管理し、期

末決算時においては予定していた損益、キャッシュ・フローが確保されたか否かを検証し、有効性を確認してお

ります。

②のれんの償却方法及び償却期間

　個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却しております。なお、金額的に重要性がない場合に

は、発生時に全額償却しております。

③退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給

付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

　なお、過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純

資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

④消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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［会計方針の変更に関する注記］

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　従来、当社及び国内連結子会社の電子材料生産設備の減価償却方法については、主として定率法を採用しておりま

したが、当連結会計年度より定額法へ変更しております。この変更は、中期経営戦略（2017-2019年度）の策定を契機

に減価償却方法を検討した結果、今後生産設備が長期にわたり安定的に稼働することが見込まれ、投資効果が平均的

に生ずると見込まれることから、定額法がより合理的と判断したことによるものであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ331百万円増加しております。

［未適用の会計基準等に関する注記］

１．「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等

　・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日）

　・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 （企業会計基準適用指針第26号　平成30年２月16日）

　(1) 概要

　　「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企

　業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行わ

　れたものであります。

（会計処理の見直しを行った主な取扱い）

　・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い

　・（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い

　(2) 適用予定日

　　2019年３月期の期首から適用します。

　(3) 当該会計基準等の適用による影響

　　「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評

　価中であります。

２．「収益認識に関する会計基準」等

　・「収益認識に関する会計基準」 （企業会計基準第29号　平成30年３月30日）

　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）

　(1) 概要

　　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

　基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

　Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日

　より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的

　な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

　　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性

　を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発

－ 4 －
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　点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合

　には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

　(2) 適用予定日

　　2022年３月期の期首から適用します。

　(3) 当該会計基準等の適用による影響

　　「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現時点で評価中でありま

　　す。

［連結貸借対照表に関する注記］

１．担保に供している資産

現金及び預金 20,108百万円

受取手形及び売掛金 18,493

商品及び製品 5,067

仕掛品 21,418

原材料及び貯蔵品 12,221

有形固定資産 42,094

無形固定資産 5

投資有価証券 4,197

投資有価証券（担保予約） 2,413

（担保に係る債務の金額）

短期借入金 34,420百万円

長期借入金 4,889

（うち１年以内返済予定 4,117）

その他債務 30

２．有形固定資産の減価償却累計額　　 1,314,981百万円

３．保証債務

　連結会社以外の会社及び従業員の銀行からの借入等に対し、債務保証を行っております。

シミルコファイナンス社 12,278百万円

ジェコ２社 2,461

カッパーマウンテンマイン社 1,411

従業員 2,245

その他（11社） 2,645

計 21,043
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４．偶発債務

（インドネシア国税務に関する件）

　当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社（以下、ＰＴＳ社）は、2014年12月30日付で、イ

ンドネシア国税当局より、ＰＴＳ社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル（当連結会計年度末日レー

トでの円換算額5,085百万円）の更正通知を受け取りました。また、ＰＴＳ社は、2015年１月28日付で、追徴額の一部で

ある14百万米ドル（同円換算額1,487百万円）を仮納付しております。

　しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著し

く合理性を欠く見解であり、当社及びＰＴＳ社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、ＰＴＳ社は

2015年３月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。

　ＰＴＳ社が2015年３月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年３月16日付で棄却されました。

そのため、ＰＴＳ社は2016年６月６日に税務裁判所へ提訴し、当社及びＰＴＳ社の見解の正当性を主張しております。

　またＰＴＳ社は、2016年12月22日付で、インドネシア国税当局より、ＰＴＳ社の2011年12月期の原料費計上等に関し、

34百万米ドル（同円換算額3,637百万円）の更正通知を受け取りました。

　しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、ＰＴＳ社の原料費計上基準等を一方的に否認する見解であり、当社

及びＰＴＳ社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、ＰＴＳ社は2017年３月20日にインドネシア国

税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。

　ＰＴＳ社が2017年３月20日に提出した異議申立書に対し、インドネシア国税当局より2018年２月28日付で決定通知を

受領し、28百万米ドル（同円換算額3,012百万円）については、ＰＴＳ社の異議申立が認められました。異議申立が棄却

された５百万米ドル（同円換算額625百万円）については、今後、ＰＴＳ社は税務裁判所に提訴することとしておりま

す。

　またＰＴＳ社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、ＰＴＳ社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計

上等に関し、22百万米ドル（同円換算額2,425百万円）の更正通知を受け取りました。また、ＰＴＳ社は、2017年12月27

日付で、追徴額の一部である６百万米ドル（同円換算額668百万円）を仮納付しております。

　しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、ＰＴＳ社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、

当社及びＰＴＳ社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、ＰＴＳ社は2018年２月27日にインドネシ

ア国税当局に対して異議申立書の提出を行っております。

（品質不適合品に関する件）

　当社グループにおいて、過去に製造販売した製品の一部について、検査記録データの書き換えや検査の一部不実施等

の不適切な行為により顧客の規格値または社内仕様値を逸脱した製品等を出荷した事実（以下、「本件事案」という。）

が判明しました。

　この事実に基づき、当社グループの一部の事業所において、各認証機関よりJIS認証の取消しやISO認証の取消し等の

通知を受けております。

　当社は、2017年12月１日付で、本件事案の事実関係、原因及び影響の把握並びに当社グループ全体の対策案の策定等

を委嘱することを目的とした特別調査委員会を設置し、2018年３月28日に同委員会より 終報告書を受領しました。

　本件事案の今後の進捗次第では、顧客等への補償費用を始めとする損失等の発生により、当社の連結業績に影響を及

ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なものについては、連結計算書類には

反映しておりません。

－ 6 －
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（公正取引委員会による立入検査に関する件）

　当社の連結子会社であるユニバーサル製缶株式会社は、2018年２月６日、飲料用空缶の取引に関し、独占禁止法違反

の疑いがあるとして、公正取引委員会の立入検査を受けました。

　本件事案の今後の進捗次第では、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理

的に見積もることが困難なため、連結計算書類には反映しておりません。

５．遡及義務

受取手形割引高 275百万円

受取手形裏書譲渡高 0

債権流動化による遡及義務 4,169

６．当社及び連結子会社１社において、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土

地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除した金

額のうち当社持分相当額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産税評価

額に合理的な調整を行って算出する方法としましたが、一部については第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価

額による方法を採用しております。

(1) 当社

再評価を行った年月日　　　四日市工場 2000年３月31日

　　　　            　　　上記以外 2002年３月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
△36,556百万円

(2) 連結子会社１社

再評価を行った年月日 2000年３月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
△5,636百万円

７．連結会計年度末日満期手形の会計処理は、主として手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計

年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度末日残高に含まれており

ます。

　　受取手形　　　　　　　　　　　　　　2,785百万円

　　支払手形　　　　　　　　　　　　　　2,675

－ 7 －
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［連結損益計算書に関する注記］

品質不適合品関連損失

　当社グループにおいて、過去に製造販売した製品の一部について、検査記録データの書き換えや検査の一部不実施

等の不適切な行為により顧客の規格値または社内仕様値を逸脱した製品等を出荷した事実が判明しました。その調査

等で一時的に要した費用であります。

［連結株主資本等変動計算書に関する注記］

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 普通株式 131,489,535株

２．当連結会計年度の末日における自己株式の数 普通株式 527,089株

　３．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配 当 額

（円）
基 準 日 効 力 発 生 日

201 7年５月11日
取 締 役 会

普 通 株 式  5,239 40.0 2017年３月31日 2017年６月１日

201 7年11月８日
取 締 役 会

普 通 株 式 3,929 30.0 2017年９月30日 2017年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配 当 額

（円）
基 準 日 効 力 発 生 日

201 8年５月10日
取 締 役 会

普 通 株 式 6,548 利益剰余金 50.0 2018年３月31日 2018年６月１日

－ 8 －

連結注記表



2018/05/23 16:58:31 / 17369849_三菱マテリアル株式会社_招集通知

［金融商品に関する注記］

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達し

ております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達して

おります。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。また、投

資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

　借入金及び社債による調達資金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスク

を回避するため、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は

内部運用基準に従い、実需の範囲で行うこととしております。

２．金融商品の時価等に関する事項

　2018年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 現金及び預金 93,389 93,389 －

(2) 受取手形及び売掛金 260,427 260,427 －

(3) 投資有価証券

　  関係会社株式 8,571 19,129 10,558

　  その他有価証券 241,471 241,471 －

資産計 603,859 614,417 10,558

 (1) 支払手形及び買掛金 158,369 158,369 －

(2) 短期借入金 206,142 206,142 －

(3) １年内償還予定の社債 25,000 25,025 25

(4) 社債 50,000 48,757 △1,243

(5) 長期借入金 240,292 242,110 1,817

負債計 679,804 680,404 599

デリバティブ取引(*)

　ヘッジ会計が適用されていないもの (171) (171) －

　ヘッジ会計が適用されているもの 1,069 (378) △1,448

デリバティブ取引計 898 (550) △1,448

 (*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては、( )で示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券（関係会社株式及びその他有価証券）

　投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

－ 9 －
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　負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 1年内償還予定の社債、(4) 社債

　社債の時価については、市場価格によっております。

(5) 長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて

算定する方法によっております。

　デリバティブ取引

　通貨関連取引については、先物為替相場によっております。金利関連取引については、取引金融機関からの提示

値によっております。商品関連取引については、先物相場によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

関係会社株式（非上場株式） 46,631

その他有価証券（非上場株式） 7,250

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価

証券」には含めておりません。

［賃貸等不動産に関する注記］

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等を有しております。

　なお、上記の一部については、当社及び一部の子会社が使用しております。

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円）

52,896 51,853

（注1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

 (注2) 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外及びグループ内の不動産鑑定士による不動産鑑定評価

基準に基づく金額、その他の物件については重要性が乏しいことから、公示価格や固定資産税評価額等の適切

に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価格で算定したものであります。

［１株当たり情報に関する注記］

１株当たりの純資産額 5,211円20銭

１株当たりの当期純利益 264円15銭

－ 10 －
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［企業結合・事業分離に関する注記］

取得による企業結合

１．企業結合の概要

 (1)被取得企業及びその事業の内容

　　①株式取得

　　　被取得企業の名称　　　     ルバタ・ポリ社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・ウォルバーハンプトン社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・マレーシア社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・アップルトン社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・オハイオ社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・ウェルウィンガーデン社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・サンパウロ社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・サンクトペテルブルク社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・ウォーターベリー社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・スーパーコンダクター・ツォンシャン社

　　　　　　　　　　　　　　     アキュレイト・ワイヤー社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・ファブリケーション・ノースアメリカ社

　　　　　　　　　　　　　　     ルバタ・ケノーシャ社

　　　事業の内容　　　　　　     銅加工品の製造及び販売

　　②事業譲受

　　　事業譲受の相手企業の名称　 ルバタ・スージョウ社

　　　事業の内容　　　　　　     銅加工品の製造及び販売

　　　なお、ＭＭメタルプロダクツ・スージョウ社が、ルバタ・スージョウ社より事業を譲受けております。

 (2)企業結合を行った主な理由

　　　ルバタ社ＳＰ事業部門が有する事業・顧客基盤を通じた各種シナジー効果の追求により、当社銅加工事業のグ

　　ローバル展開を加速させ、高収益事業体質の確立につなげることを目的としております。

 (3)企業結合日

　　　2017年５月２日

 (4)企業結合の法的形式

　　　株式取得及び事業譲受

 (5)結合後企業の名称

　　　変更ありません。

 (6)取得した議決権比率

　　　100%

 (7)取得企業を決定するに至った主な根拠

　　　当社が被取得企業を実質的に支配することとなったためであります。

２．当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　　　2017年５月２日から2017年12月31日まで

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

　　　取得の対価　　現金及び預金　　43,859百万円

　　　取得原価　　　　　　　　　　　43,859百万円

　（注）上記の金額は、取得の対価である362百万ユーロの円換算額であります。
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４．主要な取得関連費用の内容及び金額

　　　アドバイザリー費用等　　　　　 1,187百万円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 (1)発生したのれんの金額

　　　8,057百万円

 (2)発生原因

　　　取得原価が受入れた資産及び引受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上し

　　ております。

 (3)償却方法及び償却期間

　　　20年間にわたる均等償却

６．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

　　　流動資産　　　　　　　　　　　34,996百万円

　　　固定資産　　　　　　　　　　　23,998

　　　資産合計　　　　　　　　　　　58,995

　　　流動負債　　　　　　　　　　　18,530

　　　固定負債　　　　　　　　　　　 4,663

　　　負債合計　　　　　　　　　　　23,194
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事業分離（子会社株式の売却）

　当社は、2017年11月29日開催の取締役会において、当社の連結子会社である三菱マテリアル不動産株式会社（以下

「不動産社」という。）の全株式をフォートレス・バリュー・プロパティーズ・ホールディングス合同会社（以下「フ

ォートレス社」という。）に譲渡することを決議し、2018年２月26日付で全株式を譲渡いたしました。

　株式譲渡に先立って、当社は、2017年11月29日開催の取締役会において、当社の不動産事業の一部を吸収分割により

不動産社に承継させることを決議し、2018年２月１日付で吸収分割を実施いたしました。

　また、不動産社は、2017年11月29日開催の取締役会において、不動産社の不動産事業の一部を分割型の新設分割によ

り新設分割設立会社であるマテリアルリアルエステート株式会社（以下「新設会社」という。）へ承継させることを決

議し、2018年２月１日付で新設分割を実施いたしました。

１．共通支配下の取引等（吸収分割）

 (1)取引の概要

　　①対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　事業の名称：当社の不動産事業の一部

　　　事業の内容：不動産の賃貸等

　　②企業結合日

　　　2018年２月１日

　　③企業結合の法的形式

　　　当社を吸収分割会社とし、不動産社を吸収分割承継会社とする簡易吸収分割

　　④結合後企業の名称

　　　三菱マテリアル不動産株式会社

　　⑤その他取引の概要に関する事項

　　　　本会社分割は、フォートレス社との合意に基づき、同社への不動産社の全株式の譲渡に先立って、当社の不動

　　　産事業の一部を不動産社に承継させることを目的として実施したものです。

 (2)実施した会計処理の概要

　　　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、

　　共通支配下の取引として処理しております。

２．共通支配下の取引等（新設分割）

 (1)取引の概要

　　①対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　事業の名称：不動産社の不動産事業の一部

　　　事業の内容：不動産管理の受託、森林管理の受託等

　　②企業結合日

　　　2018年２月１日

　　③企業結合の法的形式

　　　不動産社を新設分割会社とし、新設会社を承継会社とする簡易新設分割

　　④結合後企業の名称

　　　マテリアルリアルエステート株式会社

　　⑤その他取引の概要に関する事項

　　　　本会社分割は、分割の効力発生日において、新設会社の株式の全てを当社に配当する分割型の新設分割であ

　　　り、フォートレス社との合意に基づき、同社への不動産社の全株式の譲渡に先立って、不動産社の不動産事業の

　　　一部を当社グループに残存させることを目的として実施したものです。
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 (2)実施した会計処理の概要

　　　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、

　　共通支配下の取引として処理しております。

３．事業分離

 (1)事業分離の概要

　　①分離先企業の名称

　　　フォートレス・バリュー・プロパティーズ・ホールディングス合同会社

　　②分離した事業の内容

　　　三菱マテリアル不動産株式会社（事業内容：不動産の賃貸、スポーツ施設の運営）

　　③事業分離を行った主な理由

　　　　当社は、2017年度から2019年度を対象期間とする中期経営戦略（以下「中経」という。）において、「事業

　　　ポートフォリオの 適化」、「事業競争力の徹底追及」及び「新製品・新事業の創出」を全社方針としており、

　　　「事業ポートフォリオの 適化」については、事業の特性に適した方向性を定め、課題を明確化した上で事業の

　　　選択と集中を推進し資本効率の改善を図ることとしております。

　　　　不動産社は、当社グループの中核不動産会社として主に不動産賃貸事業を営んでおりますが、当社グループの

　　　中経の達成と不動産社の今後の発展のためには、高い不動産運用ノウハウを有するフォートレス社に対して不動

　　　産賃貸事業を営む不動産社を譲渡することが 善の策であると判断し、本株式譲渡に至りました。

　　④事業分離日

　　　2018年２月26日

　　⑤法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

　　　受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

 (2)実施した会計処理の概要

　①移転損益の金額

　　　投資有価証券売却益　　　　　　 4,560百万円

　②移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価格並びにその主な内訳

　　　流動資産　　　　　　　　　　　 1,820百万円

　　　固定資産　　　　　　　　　　　26,044

　　　資産合計　　　　　　　　　　　27,864

　　　流動負債　　　　　　　　　　　15,769

　　　固定負債　　　　　　　　　　　 3,169

　　　負債合計　　　　　　　　　　　18,938

　③会計処理

　　　不動産社の連結上の帳簿価額と売却額との差額を、投資有価証券売却益として特別利益に計上しております。

 (3)分離した事業が含まれていた報告セグメント

　　その他の事業

 (4)当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益概算額

　　　売上高　　　　　　　　　　　　 2,953百万円

　　　営業利益　　　　　　　　　　　 1,192

－ 14 －
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[追加情報]

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

　米国税制改正法「The Tax Cuts and Jobs Act」が2017年12月22日に成立し、当社の米国連結子会社に適用される連

邦法人税率は従来の35％から2018年１月１日以降は21％に引き下げられることになりました。

　この税率の変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は1,234百万円減少し、法人税

等調整額は1,194百万円増加し、為替換算調整勘定は39百万円減少しております。

－ 15 －
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個別注記表
［重要な会計方針に係る事項に関する注記］

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

期末日前１か月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、評価方法は製錬地金資産については先入先出法、

その他のたな卸資産については主として総平均法を採用しております。

(3) デリバティブ取引

時価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産を除く）

    主として定額法を採用しております。但し、坑道、鉱業用地及び原料地については生産高比例法を採用してお

ります。

　なお、耐用年数については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産を除く）

定額法

　但し、鉱業権は生産高比例法。

　なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の方法によっております。但し、ソフトウェア（自

社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法。

(3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 投資損失引当金

　関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して関係会社株式等について必要額を

計上しております。

(3) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(4) 債務保証損失引当金

　関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上し

ております。
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(5) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費

用については、10年による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、10年による定額

法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(6) 関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金等債権を超えて当社が負担するこ

ととなる損失見込額を計上しております。

(7) 環境対策引当金

　廃棄物処理に係る損失及び秋田県鹿角地区における汚染土壌処理に係る損失に備えるため、支払見込額を計上

しております。また、当社グループが管理する休廃止鉱山等における特定の鉱害防止対策工事に係る費用及び集

積場安定化対策工事に係る費用について、工事内容が決定し、見積り金額が確定したものを引当計上しておりま

す。

　休廃止鉱山等に係る特定の対策工事費用は、鉱山保安法技術指針改正に伴う大規模集積場の安定化対策及び危

害防止対策、近年の自然環境変化に対応するための水処理能力増強を主とする未処理水放流防止等の抜本的な鉱

害防止対策を実施するためのものであります。

　なお、大規模集積場の安定化対策については、特定の対策工事を必要とするものの、地形に対応した 適な工

法が選定できていないことなどにより、工事内容が未決定で金額が合理的に算定できないものがあります。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っ

ております。

②ヘッジ手段、ヘッジ対象とヘッジ方針

　外貨建取引の為替レート変動リスクを回避する目的で、為替予約取引、通貨スワップ取引を実施しております。

　非鉄金属たな卸資産の商品価格変動リスクを回避する目的で、商品先渡取引を実施しているほか、将来販売先

に引き渡される非鉄金属商品の価格を先物価格で契約した時に生じる商品価格変動リスクを回避する目的で商品

先渡取引を実施しております。

　借入金の金利変動に伴うリスクを回避し、資金調達コストを低減する目的で、金利スワップ取引を実施してお

ります。

③ヘッジ有効性評価の方法

　原則的に、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象物の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較して、有効性の評価を行

っております。　更に、非鉄金属先渡取引に関しては、毎月、ヘッジ対象物とヘッジ取引の取引量が一致するよ

うに管理し、期末決算時においては予定していた損益、キャッシュ・フローが確保されたか否かを検証し、有効

性を確認しております。

(2) 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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［会計方針の変更に関する注記］

　（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　従来、電子材料生産設備の減価償却方法については、主として定率法を採用しておりましたが、当事業年度より定額

法へ変更しております。この変更は、中期経営戦略（2017-2019年度）の策定を契機に減価償却方法を検討した結果、今

後生産設備が長期にわたり安定的に稼働することが見込まれ、投資効果が平均的に生ずると見込まれることから、定額

法がより合理的と判断したことによるものであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

218百万円増加しております。

［貸借対照表に関する注記］

１．担保に供している資産

　投資有価証券（担保予約） 2,413百万円

    関係会社株式 2,524

（担保に係る債務の金額）

短期借入金 75百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 551,980百万円

３．当事業年度に実施した直接減額方式による圧縮記帳額は54百万円であります。

４．保証債務

下記の会社及び従業員の銀行からの借入等に対し、債務保証を行っております。

ＭＭＣカッパープロダクツ社

シミルコファイナンス社

17,984

12,278

百万円

ＭＣＣデベロップメント社 10,708

株式会社ダイヤメット 8,340

ジェコ２社 2,461

従業員 2,173

ＭＭＣメタルファブリケーション社 1,458

カッパーマウンテンマイン社 1,411

株式会社ピーエムテクノ 1,120

その他（11社） 4,266

計 62,204

５．遡及義務

債権流動化による遡及義務 1,514百万円
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６．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 66,784百万円

長期金銭債権 15,646

短期金銭債務 68,161

長期金銭債務 372

７．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改

正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。

　再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産税評

価額に合理的な調整を行って算出する方法及び第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額による方法を採用し

ております。

再評価を行った年月日 四日市工場　　2000年３月31日

上記以外　　　2002年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額

              △36,556百万円

  ８．退職給付会計に基づく貸借対照表上の退職給付引当金の期末残高（年金資産のうち、退職給付信託に係る退職給付

引当金に相当する金額を含む。）の内訳は以下のとおりです。

退職一時金制度 確定給付企業年金制度

　　退職給付引当金

　　（年金資産控除前）

30,254百万円 758百万円

　　退職給付信託の年金資産 △20,714 －
　　退職給付引当金（純額） 9,540 758

［損益計算書に関する注記］

１．関係会社との取引高

売上高 245,009百万円

仕入高 239,778

営業取引以外の取引高 131,878

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売上原価 △101百万円

［株主資本等変動計算書に関する注記］

当事業年度末における自己株式の数　　　普通株式　524,766株
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［税効果会計に関する注記］

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

関係会社株式等評価損 20,103百万円

環境対策引当金 11,584

固定資産減損損失 8,101

退職給付信託資産

投資有価証券評価損

6,945

4,444

建物評価減 4,222

退職給付引当金 3,153

貸倒引当金 1,806

賞与引当金 1,611

たな卸資産評価損 725

その他 6,425

繰延税金資産小計 69,124

評価性引当額 △44,928

繰延税金資産合計 24,196

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △38,032

退職給付信託益 △3,327

固定資産圧縮積立金 △2,984

合併受入時土地評価差額 △1,502

その他 △1,064

繰延税金負債合計 △46,910

繰延税金資産（負債△）の純額 △22,714

２．再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

（繰延税金資産）

再評価に係る繰延税金資産 6,111

評価性引当額 △6,111

再評価に係る繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）

再評価に係る繰延税金負債 21,269

再評価に係る繰延税金負債の純額 21,269

－ 20 －

個別注記表



2018/05/23 16:58:31 / 17369849_三菱マテリアル株式会社_招集通知

３．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率   30.9％

（調整）

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △29.7〃

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8〃

税効果を認識できない一時差異等 0.6〃

国外からの配当等に係る源泉税 0.5〃

税額控除 △1.6〃

住民税均等割等 0.4〃

その他 △0.8〃

税効果会計適用後の法人税等の負担税率 1.1〃

－ 21 －

個別注記表
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［関連当事者との取引に関する注記］

子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又 は 氏 名
所 在 地

資本金又

は出資金

事業の内容

又 は 職 業

議決権等

の 所 有

(被所有)

割 合

関 連 当 事 者

と の 関 係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

子会社
三菱伸銅株式会

社

東京都

千代田区

百万円

8,713

非鉄金属製品

の製造、加工

及び販売

所有直接

100%
銅地金の供給

銅地金の供

給(注1)
86,801 売掛金 13,902

子会社

インドネシア・

カパー・スメル

ティング社

インドネシ

アジャカル

タ

千米ドル 非鉄金属製錬

業

所有直接

 61%

銅地金等の仕入

役員の兼任

原材料の購

入(注1,2)
199,893 買掛金 2,951

326,000

子会社

株式会社マテリ

アルファイナン

ス

東京都

千代田区

百万円

30
金融業

所有直接

100%

資金の借入及び

債権譲渡

役員の兼任

資金の借入

(注3)
156,800 短期借入金 32,800

支 払 利 息

(注4)
91 未払費用 8

債 権 譲 渡

(注5,6)
35,919

－ －
債権譲渡損

(注7)
11

子会社
ＭＭＣカッパー

プロダクツ社

フィンラン

ドポリ

千ユーロ

160,000
銅加工品事業

所有直接

100%

借入金の保証

役員の兼任

債 務 保 証

(注8)
17,984

－ －

増資の引受 18,973

　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
 (注1)取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
 (注2)インドネシア・カパー・スメルティング社から商社を経由して購入した滓類の取引金額108,568百万円を含みます。

これは取引契約内容より実質的に関連当事者との取引と判断したものです。
 (注3)資金の借入については、取引の発生総額を記載しております。
 (注4)資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は提供しておりま

せん。
 (注5)債権譲渡取引については、株式会社マテリアルファイナンスとの間で基本契約書を締結し、債権の譲渡を行ってお

ります。
 (注6)債権譲渡は、受取手形債権譲渡高14,445百万円、売掛金債権譲渡高21,474百万円であります。
 (注7)債権譲渡損については、一般の取引条件を勘案して合理的に決定しております。
 (注8)銀行借入につき、債務保証を行っております。

［１株当たり情報に関する注記］
１株当たりの純資産額 4,070円58銭
１株当たりの当期純利益 194円93銭

－ 22 －

個別注記表
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［重要な後発事象に関する注記］

　当社は、2018年４月25日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ダイヤメット及び株式会社ピー

エムテクノに対する支援として、以下のとおり融資枠を設定することを決議し、同年４月27日付で融資を実施いたしま

した。

１．株式会社ダイヤメット

　　 融資枠　19,700百万円

　　 期間　　2018年４月27日から2019年４月30日

　　 融資額　10,150百万円

２．株式会社ピーエムテクノ

　　 融資枠 　1,680百万円

　　 期間　　2018年４月27日から2019年４月30日

　　 融資額 　1,200百万円

－ 23 －

個別注記表




